
障害者の一般就労を支える人材の職務と能力要件（修正案）  

①職務  

必要情報の把握（主訴、来所経路等）   全てに共通する項目  
、‾「ゝ  登録しない  

（他の機関の紹介と調整）  ＜Gネットワーク＞  
①地域ネットワーク会議  

②地域の勉強会・シンポジウムに参加  

③地域の就労支援機関と連携  
④地域の生活支援機関と連携   

くHキャリアアップ＞  
①地域や研修機関のネットワーク  
の構築、活用  

②各種研究会・勉強会への参加、発表   

③交流会への積極的参加  

④他機関、事業所の見学  

＜E対事業主＞  
（か支援対象者に関する相談・調整  

②関係機関の連携の下に支援制度の  
書見明  

①他の機関との連携と調整  
1  

＜F家族支援＞  

①支援制度の説明  

②雇用への理解、協力体制づくリ  

職歴、家族状況、今後  ①必要情報の把握（病歴  
の希望等）   

②面接やチエッグノストを利用した課題の確認  

③必要に応じて体験実習を通じての基本的職業  
スキルの確認  
※地域センターにおける職業評価を利用する場合も  

1  

①アセスメント  

②個別支援計画の策定  
③カンファレンス開催  
④利用契約の締結  

↓  

＜Ⅰその他＞  

（D職場内での情報共有化  
②ケース会言義の開催  
③施設見学受け入れ  
④請求業務  

個別支援計画案の策定  
②必要に応じて関係機関の助言等を待つつ策定  

1  

（か関係機関との連携  

②併設・提携施設を利用した基礎訓練の実施  

③職業準備訓練のあっせん  
④職場実習のあっせん   
○訓練・実習先の開拓、調整   
○必要に応じて実習先の訪問   
○訓練・実習後の振り返り面接  

⑤就業に伴う日常生活上の問題についての支援  
1  

①施設内での作業指導  
②施設内での作業に関する品質管理  
納品等の業務  〔  

③施設外就労、施設外支援  
（開拓、調整、参加者の選抜、支援計画）  

④職場実習等のあっせん  
（開拓、関係機関や実習先との調整）  
⑤就業に伴う日常生活上の問屋副こついての支援  

●  

基本情報の収集  
②関係機関（含む家族）との連携、調整  地域センターとの調整  

利用できる討  ②本人、家族、事業所の同意取り付け  
③関係槻関への連絡  

1  ①就業面の相談  
②ハローワークとの連携の下、求職登録や求人検  
索同行  
③トライアル雇用、委託訓練等各種制度の活用  
④必要に応じて企業面接に同行  
⑤関係機関との調整  

人検索同行  ／ ＼ローワークヘの求職登録や求   ①  

②ハローワーク等との連携の下、職場開拓  

竃）トライアル雇用、委託訓練等各種制度の活用  

1  

働きやすい環境整備  め  力の向上を図るた  
②職務分析、課題分析  ②必要に応じて通勤指導の実施  

1  

仕事の指示・教育  
②記録の作成  
③管理職一同僚との情報共有  

1  

②記録の作成  
③まとめ時に関係者打ち合わせ  

1  口 グラムの作成  （丑職場定着支  ①初期の定期訪問  
②長期的な支援体制の調整  ②個別相談  

③就業に伴う日常生活上の問題についての支援  
④職場訪問等を通じた定着の把握  
⑤職場不適応の場合の早期の対応  
⑥oB会の開催   

J．  

面 の課題への対応  職業面、生活   
②ナチュラルサポートの形成  
（卦ケース会言義の開催  

④チェックリストの活用  
1   

②ナチュラルサポートの形成  
③記録の作成  
④まとめ時に関係者打ち合わせ  

1  

②記録の作成  
③終了にかかる関係者打ち合わせ  



②業務量（実態調査の結果から）  

■表2【1号JC・2号JC】業務量  

）ハローワークでの求人検索  

に対する障害者の特性に閲す  

族との連絡調整（情報提供、相談  

1号  ジョブコーチ  

2号ジョ  

ブコーチ    全体  1年未満  5年以上   

a）障害者本人のアセスメント  ◎   C〉  ◎   ◎  

b）職魂蘭拓／企業内での障害特性に衰亡  △  X   ◎  
た職域の開拓  

c）支援計画の作成   X   ×   （◎   ◎   

d）職郵雲境のラ竜スメント   （診   ○   ◎   ◎   

e亮用前に職場への適応能力向王宮薗盲  ○  ◎   ◎  
ために実施する職場実習等の支援  

の雇用後の本人に対する集中的支援  ◎  ○  ◎   ◎  

g）草葉南／事業所内調蕗（本人の職務に  ○  ◎   ◎  
関すること）  ‾一   
h）事業所／手蔓南面調整（人間関係に関  ○   ◎   ◎   
すること）   

；）事業所／事業所内調垂（雇用契約等に  ○   ◎   ◎   
関すること）   

●）支援ツール等の作成   ◎   ◎   ◎   

k）家族との相談、調整   ◎   ○   ◎   ◎   

けフォローラップ   ◎   ◎   ◎   ◎   

m）ケース会議開催の調釘   ○   ○   ◎   ◎   

。）障害者職業セシ不二吉元東面函整   ◎   ◎   ◎   ◎  

。）関係機関（陣膏者職業センター以外）ど  ◎   ◎   ◎  
の連絡調整   

p）職場適応援助者面成金の支給中指手  ◎   ◎   ◎   
続き   

⊂＝］・・・実態調査の結果を記号化したもの  

∈≡ヨ…規定等から判断したもの  

○就労支援員   

入門者…就労支援経験1年未満の着   

陸害者支援経験あり…就労支援経験は1年未満だが、障害者支援経験は5年以上（   
就労支援ベテラン‥・就労支援経験5年以上の者   



③就労支援に関する知識・スキルを活用する機会と能力の整理（実態調査の結果から）  

譲計画の策定に関するスキル  

㌫蘭画棄智東ゐ蘭宿た蘭ず 

六）蘭書盲東大面蘭蘇や醸成蘭尭た 

両面葡竜頭書春夏衰面万富亭画面蘭 

春め葡要事福徳た両tたj王 

＜その他必要なもの＞  
・援助の原則（傾聴、受容、共感、感情の明確化、支持、自己決定等）  
・個人情報の取り扱い  
・わかりやすく説明する能力  
・立場や意見の異なる人への理解とコミュニケーションカ  
・記録の作成  
・チェックリストの活用  

ケース概要の作成、引継ぎ  
ケース会話のコーディネート、運営  
グループワーク、SST等（ジョブコーチを除く〉  
就業に伴う日常生活又は社会生活上の課題への対処能力  
ビジネスマナー  
関係機関へ周知を図る能力  
事務能力、請求業務の処理能力   




